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資料１



 

第１回定期報告制度等ＷＧ 議事要旨（案） 

 

日 時：平成２０年９月２日（火）１６：００～１７：３０ 

場 所：中央合同庁舎２号館低層棟共用会議室６ 

出席者：辻本主査、池田委員、上野委員、金田委員、杉山委員、野々山委員、萩中委員、

羽生委員、（社）日本シヤッター・ドア協会益子氏 

 

議事要旨： 

防火シャッター等の実態について 

○ 業界で把握している点検の結果、シャッターの作動に係る信頼性はどの程度か。 

○ 防火シャッター等の点検が定期調査対象建築物の約１／４でしか行われていないとい

うのは低い。 

○ 事故事例について、点検実施の有無はわかるのか。 

○ 現行の定期調査における防火シャッター等の調査の内容と、業界の自主点検における

点検内容は、どのように異なるのか。 

○ 現行の定期調査において「作動の確認」とされているが、作動するために何をすべき

かが不明確である。ＪＳＤＡの点検基準はこの点を詳細に展開している。 

○ 現行の定期調査の調査基準で安全性が社会的に担保されるのか否か、判断する必要。 

○ 維持保全は所有者等の責任においてやるべき部分がまずあり、それを補完するために

定期報告制度がある。どこまでを所有者の責任とし、どこからを制度（定期報告）の責

任とするのか、すべてを制度でやろうとすると、所有者等が制度に書かれていることし

かやらなくなってしまう。 

○ 昇降機定期検査など、他の動くものに係る検査基準とのバランスも考慮する必要。 

○ 防火設備内のバランス、他の動くもの系とのバランスの２つに配慮することが必要。 

○ 建築物に係るメンテナンスを細分化しても、実態は一括して請け負っている場合が多

い。実態をよく見る必要。また、細分化すると責任の所在が曖昧になる。 

 

資料２



 

 

 

定期調査報告における防火設備の取扱について 

 

○ 定期報告制度は、特殊建築物等の定期調査報告、昇降機の定期検査報告、

建築設備の定期検査報告からなっており、防火設備に係る調査は、建築設

備の定期検査報告の一環として行われているダンパーを除き、特殊建築物

等の定期調査報告の一環として行われる。 

 

○ 特殊建築物等の定期調査を行うことができる者は、一級建築士、二級建

築士または国土交通大臣が定める資格を有する者のいずれかである。国土

交通大臣が定める資格を有する者の一つである特殊建築物等調査資格者

は、特殊建築物等の定期調査を行う専門技術者であり、国土交通大臣が定

める要件を満たし、国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関が行う講習

を修了することにより、資格者となることができる。 

 

○ 防火設備は、火災時の延焼を防止するために重要な設備であり、火災時

には確実に作動することが求められる。また、人の通行の用に供する部分

に設けられる防火設備については、作動時に人に危害を及ぼさないように

することが求められており、安全装置が確実に作動することが求められる。 

 

○ 特殊建築物等の定期調査における防火シャッター等の調査は、平成１９

年度までは目視による設置状況、劣化状況のみだったが、今年度より作動

確認まで求めることとしたところであり、調査業務の負担が増大している。 

 

○ 防火設備に係る定期調査の円滑な実施のためには、防火設備について専

門的に調査を行う技術者を建築基準法令上に位置付け、適切な定期調査を

促進する必要があるのではないか。 

 

○ また、適切な防火設備の定期調査のためには、調査対象となりうるすべ

ての防火シャッター等の安全確認に必要となる製品情報等の開示が求め

られるのではないか。 

資料３ 














































































































































































